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陳情第 ７９号  

令和６年 ８月１５日 

 

川崎市議会議長 青 木 功 雄 様 

 

多摩区在住者   

 

陳情書の提出方法に関する陳情 

 

陳 情 の 要 旨 

陳情書を作成する際に「写真」を使うことを許可してもらいたい。 

 

陳 情 の 理 由 

現在の陳情書は「あなたの希望を文書にし、本文は「要旨」と「理由」に分

け、日本文で簡潔に書いてください。」となっているため、写真等を掲載しても

参考資料となります。現在、写真等は一般的に使われている手段であると考え

るため、写真を使った資料の使用を許可していただきたく、陳情いたします。 


